
【教育目標】～未来に向かってたくましく生きる子どもの育成～

1 月 ショート時程　安心メール配信日　歩こうWeeks

2 火 ALT　朝会

3 水 ショート時程

4 木 釧路町学力検査①（国、社、英）　ALT

5 金 釧路町学力検査②（算、理、質）　ショート時程　

6 土

7 日

8 月 ショート時程

9 火 ALT

10 水 ショート時程　パワーアップタイム（１～４年）

11 木 朝の読み聞かせ（１，２年）　ALT（午前）　児童委員会⑧

12 金
全校参観日（１日防災学校）　ショート時程
フィールド実習（大学１年）

13 土

14 日

15 月 ショート時程　助産師派遣事業（５年）

16 火 ALT

17 水 ショート時程　冬の学習会①

18 木 ALT

19 金 ショート時程　冬の学習会②

20 土

21 日

22 月 ショート時程

23 火

24 水 ショート時程

25 木 2学期終業式　全校4時間

26 金 冬季休業（～1／15）

27 土

28 日

29 月 学校閉庁日

30 火 学校閉庁日

31 水 学校閉庁日

　

校　長　　片　貝　卓　也

※行事は予定です。今後の状況により変更することもあります。
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『成長の二つのエンジン～「やりきる経験」と「出し切る経験」』

１１月５日（水）の学習発表会児童・地域観覧日、８日（土）の保
護者観覧日には多くの皆様にご来校いただきましたことに、心より
感謝申し上げます。
さて、子どもたちの健やかな成長には、心の土台を築く二つの大
切な経験が不可欠です。それは、「やりきる経験」と「出し切る経
験」です。学習発表会での姿を通して、この二つの感覚が子ども
たちにもたらす大きな力を改めて感じています。

（１）やりきる経験：揺るぎない「自信」を育む
「やりきる経験」とは、目標に向かって粘り強く取り組み、課題を

最後まで終える達成感です。難しい課題でも諦めずに頑張り、
「できた！」という成功体験を積み重ねます。
例えば、粘り強くなわとびや跳び箱に取り組み、できるように

なった経験。
緊張した中でも放送係として責任をもってやりきった
経験。
大道具を期限までに完成させた経験。
難しいパートがあっても、最後まで歌い通し、きれい
なハーモニーを奏でた経験。
みんなで声を合わせた経験、協力して発表した経験。

これらは、「自分はやればできる」という確信を育み、自己肯定
感（自信）の土台となります。最後までやり抜く力は、困難に直面
した際の大きな推進力となります。

（２）出し切る経験：自分への「信頼」を深める
一方で、「出し切る経験」とは、結果がどうであれ、持てる力と情熱を
すべて注ぎ込んだ充実感です。
例えば、セリフを忘れてしまっても、何とか乗り切ろうと発表した経験。

緊張した中でも自分なりに大きな声を出そうとした経験。（努
力）
役になりきって表現した経験。
出番がないときも、友達が力を発揮できるように拍手や応援し
た経験。
不安になった友達を勇気づけるサポートをした経験。
いつもと違う状況でも、機転を利かせ、冷静さを出し切って発
表に臨んだ経験。

うまくいかなくても、「精一杯やった！」という事実に胸を張れます。この
経験は、結果に左右されない自尊感情（自分への信頼）を深め、挑戦
を恐れない「成長マインド」の土台となります。

（３）二つの感覚をバランス良く育む
「やりきる」ことで自信を培い、「出しきる」ことで自分への信頼を深め
る。この二つの感覚が合わさることで、子どもたちは困難から逃げず、し
なやかに立ち直る力を身につけます。
学校では、目標設定と振り返り、そして過程を大切にする指導を通し
て、この「やりきり」と「出し切り」の両面から、子どもたちの未来を力強
く支えてまいります。

「冬の学習会」について
今年の冬の学習会は、冬休みに入る前の平

日に行います。

12月17日（水）６時間目：冬の学習会①

12月19日（金）６時間目：冬の学習会②

ぜひ参加下さい。

釧路町児童生徒美術・書写展表彰式
１０月25日、26日に釧路町総合体育館で開かれた「令和７年度

児童生徒美術・書写展」にて、４年生の中川桜輝さんが釧路町教

育長賞をいただきました。１１月４日に公民館で表彰式が行われま

した。受賞おめでとうございます。

教職員の私物端末の取り扱いについて
全国的に教員の盗撮事件の報道が多く、お子様の安心・安

全を守る対策として、釧路町教育委員会では教職員の私物ス

マートフォンや端末の取扱い等について定めました。

〇児童生徒が活動する場所への私物端末・スマートフォンの

持ち込みは原則禁止です。

本校では、以下の場合、校長が認めている場合もあります。

・健康や安全確保に関わる連絡のため

・校外学習などでの連絡のため

※連絡のためですので、写真撮影には使いません。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。


